
重要労働判例
知っていると差がつく 社労士のための

2024年 6月4日 13:30 – 15:30日       時 ：

主催 : 弁護士法人天満法律事務所（大阪弁護士会所属）

大阪市北区西天満二丁目2番3ユニシオ西天満二丁目A07号

参  加  費 ： 無料

配信方法 ： オンライン（ウェビナー）

令和４年～５年にかけて出された最新労働裁判例の中から、社労士業務

上特に重要と思われる裁判例をご紹介します。

具体的な裁判例を踏まえた実務上の留意点について、示談・労働訴訟等の

紛争解決及び予防法務の経験豊富な弁護士が解説いたします。

※企業の経営者、人事労務担当者の方もご参加いただけます。

06-6365-7560 受付 : 9:30 – 17:30 （土日祝日休み）

【講        師】

弁護士  福﨑 浩 弁護士  倉橋 香緒莉

天満法律事務所は、企業側の労働問

題の予防と解決に注力し、日常的に
労務問題の相談、訴訟対応等を行っ

ています。弁護士・社労士の研究会

を１８年間（１００回超）にわたり定期
的に開催し、労働分野の知見を集積

しています。

社会保険労務士向けセミナー



※Zoomに関するご注意※
・カメラ・マイク搭載のパソコンでのご参加を推奨します。
・事前にミーティング用zoomクライアントを下記アドレスよりダウンロードをお願いいたします。
https://zoom.us/download#client_4meeting
・本セミナーへのお申し込みをいただいた方へ本セミナーのURLをメールにて後日ご案内いたします。本セミ
ナー開始予定時刻の５分前までにURLをクリックしてご入室ください。

2024年6月4日セミナー申込み
下記にご記入の上、ＦＡＸ等にてお申し込みください。

（貴社名 ）

（ＴＥＬ ）（ＦＡＸ ）

（お名前 / Ｅ-mail  ）

（お名前 / Ｅ-mail  ）

ホームページからのお申込み →https://www.tenma-lo.jp/seminar/

Googleフォームからのお申込み→https://forms.gle/dC8wdxt2BmrnvBPr8

（右ＱＲコードからもお申込み可能です）

お問合せ 弁護士法人天満法律事務所 （担当：遠藤、山口）

TEL：06-6365-7560 E-mail：info@tenma-lo.jp

FAX 06-6365-7561

・ 社労士業務を念頭に厳選した最新の労働重要裁判例を紹介

主な内容 ・ トラック運転手の賃金設計：その支払は残業代の支払として有効か

・同一労働同一賃金：非正規職員の待遇改善を行う過程での正社

員の手当減少の合理性

・雇止め：更新限度条項／不更新条項と合理的期待

・配置転換とキャリア上の不利益

・管理監督者に対する安全配慮義務 等

・ 労働実務経験豊富な弁護士が、裁判例から見えてくる実務上の

留意点や労務管理上のノウハウを具体的に説明

本セミナーの特徴
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